
議案第４４号 

 

 

　　　動産の取得について 

 

　下記のとおり動産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年条例第９号）第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

　　令和８年６月１２日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼田市長　星　野　　　稔　　　 

 

 

記 

 

 １　取得する動産　　除雪用ホイールローダー　１台

 ２　契約方法　　　　一般競争入札

 ３　契約金額　　　　２１，９９４，５００円

 ４　契約の相手方　　沼田市下発知町６９７番地１

 　　　　　　　　　　藤本重機工業　株式会社

 　　　　　　　　　　　代表取締役　藤本　孝一

 

 

 

 

 

 



（議案第４４号　参考資料） 

 

　取得車両の主な仕様内容 

１　型　　式　　　日本キャタピラー製　除雪用ホイールローダー 

　　　　　　　　　１４ｔ級（Ｃａｔ９２０－１４－ＫＬＺ－ＳＲＱＣ型） 

２　年　　式　　　令和８年式 

３　主用諸元等 

　(1) 全長　　　　　　　７，１４０ｍｍ 

　(2) 全高　　　　　　　３，３００ｍｍ 

　(3) 全幅　　　　　　　３，３０５ｍｍ 

　(4) 除雪幅（アングル角３０度において）　３，０００ｍｍ 

　(5) 車両総質量　　　　１１，４２０ｋｇ 

　(6) 最小回転半径　　　４．７ｍ 

　(7) 乗車定員　　　　　２人 

 

 　主な取付品及び付属品

　(1) 黄色回転灯　　　　１灯 

　(2) 塗装は国土交通省基準による 

　(3) 「沼田市」「除雪車」の表示 

　(4) タイヤチェーン　　４本 


